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上総湊港海浜公園指定管理者募集要項 
 

千葉県は、上総湊港海浜公園について、施設の管理運営業務を効果的かつ効率的に

行うため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び千葉県

港湾管理条例（昭和５１年千葉県条例第４５号）第１８条の規定により、施設の管理

に関する業務を行う指定管理者を次のとおり募集します。 

 
１ 対象施設の概要 

（１）名称 
     上総湊港海浜公園 

（２）所在地 
     富津市湊７５２－２ 
     対象区域：平面図に示した区域 

（３）施設の沿革、役割等 
     上総湊港海浜公園は、地域住民等が港に親しめる憩いの場及び海水浴場と、

一体的に利用する場の提供する施設です。 
園内の緑地には、グランドゴルフやゲートボール等の軽スポーツが   

楽しめる広場や海岸へと続く遊歩道が整備され、北側の海岸はハマヒルガオ

の保護区域となっています。また、南側の海岸は海水浴場となっており、  

園内にはシャワースペース及び更衣室もあります。年間を通して、海水浴客

や市民の憩いの場として利用されている緑地施設です。 
（４）施設概要 

     対象面積  約３５，７９４平方メートル 
     主な施設 
      ① 園路及び広場 ゲートボール場、遊歩道 
      ② 遊具施設   すべり台（千葉県港湾管理条例により富津市へ設置を

許可したもの） 
      ③ 休憩施設   あづまや 
      ④ 便益施設   北側駐車場（普通車６３台、大型車２０台）、 

南側駐車場（普通車１１２台、身障者用２台） 
                 更衣室及びシャワー施設（２箇所）、トイレ（２箇所） 

（５）利用日、利用時間 
公園施設 通年（休業日は設けません。） 
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（６）収支状況（令和４年度から令和７年度） 
     （単位：千円） 

区 分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

収

入 

指定管理料 ６，４８１ ６，４１６ ６，４７２ ６，５１６ 

自主事業収入 １０４ １８ ２１ １８ 

その他 ３１ １８６ １８７ １９５ 

計 ６，６１６ ６，６２０ ６，６８０ ６，７２９ 

支

出 

人件費 １，６５５ １，６４０ １，５３４ １，６３４ 

事業費 

（うち自主事業費） 

４，７７１ 

（３１） 

４，１９８ 

（３６） 

４，４０８ 

（６２） 

４，９２０ 

（６６） 

計 ６，４２６ ５，８３８ ５，９４２ ６，５５４ 

 
２ 指定管理者の業務の範囲 

（１）施設等の運営に関する業務 
① 上総湊港海浜公園の施設運営と利用促進活動 
② 施設利用者の満足度調査の実施 
③ 県民やボランティア等との協働事業の推進 
④ 利用者へのサービスの提供及び安全確保に関する業務 
⑤ 公園利用者や周辺住民等の要望や苦情の対応 

（２）施設等の管理に関する業務 
  ① 公園施設内の維持、管理、保守、点検、修繕及び光熱水費の支払に関する  

業務 
   ② 公園内の清掃業務 
   ③ 公園内の巡回業務 
   ④ 千葉県港湾管理条例第１１条の２及び上総湊港海浜公園管理運営基準８（５）

に定める禁止行為に関する対応 
   ⑤ 木更津港湾事務所への業務報告（月報、年度事業報告の提出等） 

（３）その他の業務 
   ① 事故及び緊急時の対応及び県への報告 
   ② 高潮・風水害・地震時等の配備体制の確立と被害状況報告及び応急措置 
   ③ 指定管理者の自主事業及び管理上必要と認める業務 
   ④ 指定管理者が管理する施設以外（周辺を含む。）の管理者との連携 
   ⑤ その他管理運営上必要な業務 
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３ 業務の基準 
（１）上総湊港海浜公園の管理運営を行うに当たっては、次の関係法令等の規定を

遵守すること。 
   ① 港湾法、港湾法施行令、港湾法施行規則 
   ② 水防法 
   ③ 海岸法 
   ④ 地方自治法、地方自治法施行令 
   ⑤ 労働基準法、最低賃金法及び健康保険等の労働関係諸法令、労働安全衛生法 
   ⑥ 千葉県港湾管理条例、千葉県港湾管理条例施行規則 
   ⑦  千葉県公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例（以下 

「指定手続条例」という。） 
   ⑧ 千葉県情報公開条例 
   ⑨ 使用料及び手数料条例、使用料及び手数料条例施行規則 
   ⑩ 浄化槽法、電気事業法等の施設維持、設備保守点検に関する法規 

⑪個人情報の保護に関する法律、個人情報の保護に関する法律施行条例 
⑫ その他業務に必要な法令等  

      なお、指定管理者が上総湊港海浜公園の利用者に対して行う許可その他 

処分には、千葉県行政手続条例（平成７年千葉県条例第４８号）が適用    
されるので留意すること。 

（２）指定管理者は、「指定管理者の業務の範囲」に掲げる業務（以下「指定管理

業務」という。）のほか、上総湊港海浜公園の施設内において、自らの企画

提案により、使用料・利用料金以外の費用を利用者等から徴して実施する 

事業（以下「自主事業」という。）を実施することができるが、自主事業は、

上総湊港海浜公園の設置目的の達成に資すると認められ、かつ、指定管理 

業務を妨げないものとすること。また、事業計画書に実施内容を記載すると

ともに、必要に応じて港湾施設の目的外使用許可を得ること。 

（３）上総湊港海浜公園の管理の業務（自主事業を含む）の経理は、指定管理者が

実施する他の事業と明確に区分し、収支に関する帳票その他事業に係る記録

を整備すること。また、県が必要と認めるときは、その報告や実地調査に  

誠実に応じること。 

（４）上総湊港海浜公園の指定管理者が作成し、又は取得した文書（上総湊港海浜

公園の管理の業務に係るものに限る。以下「管理文書」という。）は、千葉県

情報公開条例（平成１２年千葉県条例第６５号）に規定する行政文書に   

準ずるものとして適正に管理を行うこと。 

     なお、指定管理者は、管理文書の分類、保存及び廃棄に関する基準その他

管理文書の管理に関し、必要な事項を年度毎に定め、県に報告し了承を得る

ものとする。（管理開始年度の基準等については、指定管理者になる団体が

管理開始日の７日前までに県に報告し了承を得る。） 

（５）指定管理者が保有する管理文書について、知事に対し個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号）及び個人情報の保護に関する法律施行条

例（令和４年千葉県条例第３７号）に基づく個人情報の開示の請求又は千葉

県情報公開条例に基づく行政文書の開示の請求があった場合において、知事
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からこれらの請求に係る管理文書の提出を求められたときは、これに応ずる

こと。 
（６）指定管理者（個人情報の保護に関する法律第１６条第２項に規定する「個人

情報取扱事業者」に該当するものを除く。）は、上総湊港海浜公園の管理の業

務に係る個人情報について、個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保

護に関する法律施行条例に基づき適正に取り扱うこと。 
（７）指定管理者が行う上総湊港海浜公園の利用者に対する各種の指導について 

は、千葉県行政手続条例第４章の規定の適用はないが、指定管理者は、   

これらの指導に当たっては、県の機関に準ずるものとして、同章の趣旨に  

のっとり適切に行うこと。 

（８）施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。 

（９）省資源や省エネルギーの推進など、「千葉県庁エコオフィスプラン」の趣旨  

に基づいた取組みを実施すること。 

（10）指定管理者が行う業務の詳細については、上総湊港海浜公園管理運営基準  

によること。 

（11）第三者への委託 

     指定管理者は、業務の全部（又は主要な部分）を第三者に対して委託し、

又は請負わせてはならない。 

（12）その他 

   ① 上総湊港海浜公園内での万一の事故に備え、施設賠償責任保険に加入する 

こと。 

   ② 指定管理者により管理運営されていることを示すため、指定管理者名及び 

連絡先を掲示板等で表示すること。 
 
４ 指定の期間 
    令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までとします。 

       ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消す 

ことがあります。 
 
５ 応募 

（１）応募資格 
     指定管理者が応募できる者は、法人その他の団体（個人での応募はできま

せん。）又はそのグループであって、次の全ての条件を満たすものとします。 
① 千葉県内に事業所又は事務所を有する団体であること。 

   ② 会社更生法、民事再生法等による手続きをしている団体でないこと。 

   ③ 申請時点で法人税、消費税、地方消費税、県税及び市町村税を滞納していな

いこと。 

   ④ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、

千葉県から入札の参加者資格を取り消されていないこと。 

   ⑤募集開始の日から選定委員会による指定管理者候補者選定までの間に、本県

から入札参加資格を停止されていないこと。 
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   ⑥２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けていないこと（受けている場

合には、必要な措置の実施について労働基準監督署に報告済みであること） 

   ⑦ 役員に破産者及び拘禁以上の刑に処せられている者がいないこと。 

⑧ 次に掲げる暴力団排除措置事由に該当しないこと。     
ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年  

法律第７７号。以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定   

するものをいう。以下同じ。）又はそれらの利益にとなる活動を行う  

団体であるとき。 
  イ 役員が暴力団対策法第２条第６項に規定する暴力団員若しくはこれに 

準ずる者（以下「暴力団関係者」という。）であるとき又は暴力団関係

者が経営に実質的に関与しているとき。 
  ウ 役員が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に  

損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用する

などしているとき。 
 エ 役員が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いるとき。 
 オ 役員が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に批判されるべき関係を  

有しているとき。 
 カ 役員が、暴力団関係者であることが知りながら、これを不当に利用する

などしているとき。 
（２）グループ応募 

 上総湊港海浜公園のサービスの向上並びに業務の効率的な実施を図る上で

必要な場合は、複数の法人等（以下「グループ」という。）が共同して応募す

ることができます。この場合は、次の事項に留意して申請してください。 
 ① グループにより申請をする場合は、グループの名称を設定し、代表となる法

人等を選定すること。なお、代表となる法人等以外は、当該グループの構成

団体として扱います。 
また、代表となる法人等又は構成団体の変更は認めません。 

  ② グループ応募については、グループ（共同体）応募届（様式第５号）、 

   グループ（共同体）構成団体業務分担表（様式第６号）、グループ(共同体) 

協定書（様式第７号）を提出してください。 

  ③ グループの構成員は、他のグループの構成員となり、又は単独で申請を行う

ことはできません。 

 
６ 提出書類 

申請に当たっては、以下の書類を県に提出していただきます。なお、県が必要 
と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。また、申請書に記載 
漏れや添付書類の不足等、形式的な不備がある場合は、数日程度の期限を定めて 
補正を指示することがあるので、速やかに対応してください。 

（１）指定申請書（千葉県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

施行規則（平成１６年千葉県規則第５２号）別記様式、押印不要） 
（２）事業計画書（様式第１号） 
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（３）関係書類 
  ① 団体概要書（様式第２号） 
  ② 申請の日の属する事業年度の前事業年度における賃借対照表、損益計算書、 

収支決算書その他の団体の財務状況を明らかにする書類 
   ③ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他、団体の

業務の内容を明らかにする書類 
   ④ 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

   ⑤ 法人の登記事項証明書及び印鑑証明書（法人のみ） 
   ⑥ 団体の役員名簿及び役員の履歴書 
   ⑦ 法人税、消費税及び地方消費税、千葉県税、市町村税（本店及び県内事業所 

にかかるもの）の各納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税、県税及び 
市町村税を滞納していないことが確認できるもの） 

・法人税、消費税及び地方消費税は、税務署発行の納税証明書（その３の３） 
・千葉県税は、県税事務所発行の納税証明書（第４０号様式その２） 
なお、千葉県内に事業所がある法人の場合、千葉県税の完納情報提供に関す 
る同意書（様式第３号）を提出することにより、県税事務所発行の納税証明 
書の提出を省略することができます。（同意書に基づき、千葉県県土整備部 
港湾課が千葉県税の納付状況を確認します。）ただし、納付状況の確認日時 
点で未納税額がある場合は、県税事務所発行の納税証明書の提出を求めるこ 
とがあります。 
・市町村税の納税証明書（様式名は各市町村へお問い合わせください） 

⑧ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用して

いない事業者は除く。） 
   ⑨ 障害者雇用状況報告書の写し（今年度公共職業安定所長に提出した、受付印

があるもの。ただし、インターネット経由で提出した場合、受付印は不要。）。

なお、公共職業安定所長への提出義務のない事業主については、障害者雇用

状況報告書（様式第４号）。 
   ⑩ 厚生労働省が所管する事業所のための労務管理・安全衛生管理診断サイト

「スタートアップ労働条件」のＷＥＢ診断結果 
   ⑪ ２年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けている場合、必要な措置の実 

施について労働基準監督署に報告済みであることを証する書類 
⑫ グループによる応募に当たっては、グループ構成員となるすべての法人等の

上記関係書類に加え、次の書類を提出してください。 

 ・グループ（共同体）応募届（様式第５号） 
 ・グループ（共同体）構成団体業務分担表（様式第６号） 
 ・グループ（共同体）協定書（様式第７号） 

    
（４）提出部数 
    提出部数は、正本１部、副本５部（副本は複写可）とします。 
    PDF データ一式も提出してください。 
     ※書類は全て A４版用紙に記載してください。 

     副本はホチキス等で留めないでください。（クリップ留め可） 
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７ 管理運営経費等 
（１）管理運営経費 
  ①千葉県の負担（指定管理料） 

上総湊港海浜公園の管理業務に係る千葉県負担（指定管理料）については、 
消費税及び特別地方消費税込みの額で、以下の５年間の総額が参考金額以内 
となるように申請の際の事業計画、収支予算を策定してください。（５年間の 
総額が参考金額以内であれば、年度別の金額を超える申請も可能です。） 

なお、指定管理期間中、指定管理料の積算に影響を及ぼす指定管理業務の 
変更や、物価水準の大幅な変動等があった場合は、県と指定管理者との協議 
により指定管理料の額を変更することがあります。 

また、危険負担は危険負担表（別記）のとおりです。 
（参考金額）５年間の総額：３４，３４０千円（３，１２０千円） 

令和 ９年度 ６，８６８千円（６２４千円） 

        令和１０年度 ６，８６８千円（６２４千円） 

        令和１１年度 ６，８６８千円（６２４千円） 

        令和１２年度 ６，８６８千円（６２４千円） 

        令和１３年度 ６，８６８千円（６２４千円） 

        ※総額及び年度別の（ ）はうち消費税及び特別地方消費税の額 

 

② 指定管理料の支払い 

       事業計画において提示のあった金額に基づき、年度ごとに予算額の範囲内で指

定管理者と協議を行い、協定を締結した後、事業計画書に基づき四半期ごとに請

求に応じて支払いをします。 
③ 管理口座 

       上総湊港海浜公園の管理運営に係る収支と支出は、法人等自身の口座とは別の

口座で管理してください。 
（２）指定管理者と千葉県の役割分担及び危険負担 
   指定管理者と県の役割分担は表―１のとおりとします。 
   また、指定管理者と県の危険負担は表―２のとおりとします。 

    ただし、表―１及び表―２に定める事項に疑義がある場合又は定めのない事項

が、生じた場合は、指定管理者と県が協議のうえ、役割分担及び危険負担を決め

るものとします。 
（３）指定期間中の施設の大規模修繕・変更予定 
    具体的計画なし 
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表－１ 役割分担 
項     目 指定管理者 県 

維持管理（施設管理、保守、清掃、補修修繕、

安全管理、光熱水費（※１）等の支出など） 

○ 
（補修修繕については

極めて小規模なものに

限る※２） 

○ 
（補修修繕については

極めて小規模なもの以

外） 

運営管理（企画調整、利用指導、案内、警備、

苦情対応等） 
○  

物品管理 ○  

災害時・事故等対応（待機連絡体制確保、被

害調査・報告、応急措置） 
○ 

○ 
（指示等） 

災害復旧（軽微なものを除く）  ○ 

法的管理（占用許可・使用許可）  ○ 

整備、改修  ○ 

（※１）上総湊港海浜公園管理運営基準－６ 光熱水費年間使用料想定額参照 
（※２）極めて小規模なものとは、１件当たりの補修修繕額が概ね３０万円以下のものをいう。 
    但し、税法上の資本的支出に該当しない範囲内に限る。 

（表―２の危険負担表においても同じ。） 
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表－２ 危険負担表 

種  類 内         容 
負担者 

県 指定管理者 

物価変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域・住民及び施

設利用者への対応 

地域との協調  ○ 
施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者から

の反対、訴訟、要望への対応  ○ 

上記以外 ○  

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

政治、行政的理由によ

る事業変更 

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障

が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合

の経費及びその後の維持管理運営経費における当該事情

による増加経費負担 

○  

不可抗力 

不可抗力（高潮、暴風、豪雨、洪水、地震、津波、火災、

争乱、暴動その他の県又は指定管理者のいずれの責めにも

帰すことのできない自然的又は人為的な現象）に伴う施

設、設備の修復による経費の増加及び事業履行不能 

○  

書類の誤り 
仕様書等県が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  
事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるも

の  ○ 

資金調達 

経費の支払い遅延（県→指定管理者）によって生じた事由 ○  

経費の支払い遅延（指定管理者→業者）によって生じた事

由 
 ○ 

施設・設備・備品の損

傷に対する修繕 

経年劣化によるもの（極めて小規模なもの）  ○ 

    〃    （上記以外） ○  
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないも

の（極めて小規模なもの）  ○ 

    〃    （上記以外） ○  

資料等の損傷 

管理者として注意義務を怠ったことによるもの  ○ 
第三者の行為から生じたもので相手方が特定できないも

の（極めて小規模なもの）  ○ 

    〃    （上記以外） ○  

第三者への賠償 
管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与え

た場合  ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

セキュリティ 警備不良による情報漏洩、犯罪発生  ○ 

事業終了時の費用 指定管理業務の期間が終了した場合又は期間中途におけ
る業務を廃止した場合における事業者の撤収費用  ○ 

 



10 
 

８ 質問事項の受付 

（１）募集要項の内容等に関する質問の受付 
  募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

  ① 受付期間 令８年７月６日(月)から令和８年８月１０日(月)１７時まで 

   ② 受付方法 質問書(様式第８号)に記入の上、ＦＡＸ又は電子メールで提出してください。 

           県土整備部港湾課港湾管理班 

            ＦＡＸ 043-227-0928 

            E-mail kousin1@mz.pref.chiba.lg.jp 

 
９ 現地説明会の実施 
    現地説明会を次により開催します。参加者は１団体２名以内とし、参加を希望される団体

は、法人等の名称及び参加する方の氏名を、令和８年７月２４日（金）までに連絡してくだ

さい。 

① 開催日時  令和８年７月２８日(火)  午後１時から１時間程度 

 ② 開催場所  木更津港湾事務所 

 ③ 連 絡 先  千葉県県土整備部港湾課港湾管理班 TEL  043-223-3836 

 
10 申請書提出先及び提出期間 

（１）提 出 先 千葉県県土整備部港湾課港湾管理班（県庁中庁舎５階） 

         〒260-8667 千葉市中央区市場町１－１ 

         TEL  043-223-3836 

（２）提出期間 令和８年８月１７日(月)から令和８年９月４日(金)まで（県の休日を除く）

の８時３０分から１７時までとします。 

        ※郵送の場合、書留郵便により最終日の１７時までに必着のこと。 

        ※電子メール、ファクシミリでの提出は認めません。 

 

11 選定方法 

（１）提出された提案書類をもとに表－３の審査基準に沿って、外部有識者等に意見を求めた

上で、指定管理者（候補者）選定委員会において候補者を選定します。 

（２）選定審査において、申請者である法人その他の団体の代表者又は代理の方のプレゼン  

テーションをお願いします。（時間、場所については申請者に後日連絡します。） 

（３）グループで応募した団体については、選定審査に先立ち、選定委員会において、提出   

された書類（本要項６提出書類（３）関係書類⑪様式第５、６、７号）に基づき、     

表－４のグループ応募に係る団体審査基準に沿って、グループ化の理由、構成団体の  

業務・責任分担等の審査を行います。 
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表－３ 上総湊港公園指定管理者審査基準 

【必須項目の審査】 

・「１点」を標準とし、優れたものについては特に加点。各項目とも３点満点。 

・標準に満たない場合は０点。意見聴取した外部有識者等の過半数が０点を付けた審査内容が 

あり、選定委員会がこれを適切な評価と認めた場合は失格。 

選定基準 審査項目 審査内容 配点 確認事項 

事業計画書

の内容が県

民の平等な

利用を確保

することが

できるもの

であるか（指

定手続条例

第 3 条第 1

号） 

施設の設置目

的及び県が示

した管理の方

針 

施設の設置目的を理解しているか ３ 

管理運営基本方針 

収支計画 

個人情報・データの

保護 

県が示した管理の方針と事業者が

提案した運営方針が合致するか 
３ 

経営理念や労働関係法令等につい

てのコンプライアンスの取組等、団

体の経営モラルは適切か 

３ 

平等な利用を

図るための具

体的な手法及

び期待される

効果 

事業内容等が一部の県民，団体に対

して不当に利用を制限又は優遇す

るものではないか 

３ 

要配慮者への対応は適切か ３ 

個人情報等

の取扱は適

正か 

個人情報・デー

タ保護の取組 

個人情報・データ保護のための適切

な措置がとられているか ３ 

 

【一般項目の審査】 

・外部有識者等の評点を集計した結果、合計点が６０点を下回り、選定委員会がこれを適切な評価と

認めた場合は失格。 

選定基準 審査項目 審査内容 配点 確認事項 

事業計画書

の内容が、当

該公の施設

の効用を最

大限に効果

的に効率的

に発揮させ

るものであ

るか 

（指定手続

条例第3条第

2号） 

利用者の増加

を図るための

具体的手法及

び期待される

効果 

年間を通じた広報計画や利用者

を増加させる具体的な取組内容

は適切か。その効果と実現性はど

うか 

45 

5 

管理運営実施計画 

サービスの向上 

コスト縮減の取組 

取組みにおける地域、関係機関、

ボランティア等との連携が図れ

ているか 

5 

サービスの向

上を図るため

の具体的手法

及び期待され

る効果 

自主事業の提案など、サービスの

向上を図る取組みが積極的、独創

的なものであり、施設の設備・機

能を活用した施設の設置目的の

達成に資するものとなっている

か 

10 

利用者ニーズへの対応や利用者

からの苦情への対応は適切か 
5 

施設の維持管

理の内容、適格

日常的な施設の安全管理や施設

利用者の安全確保の具体的な方
10 
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性及び実現の

可能性 

法が示されているか 

また、事故や災害発生時の危機管

理に係る具体的な対応が示され

ているか 

植物・施設等の維持管理を適正に

実施できる具体的な計画が立て

られているか 

10 

管理に係る経

費の縮減効果

（又は収益性

の確保） 

経費の縮減は見込まれているか

※１ 
10 10 

事業計画書

に沿った管

理を安定し

て行うため

に必要な能

力（人員、財

政的基盤等）

を有してい

るか 

（指定手続

条例第3条第

3号） 

収支計画の内

容、適格性及び

実現の可能性 

 

収入、支出の積算と事業計画の整

合性は図れているか ※２ 

 

35 

5 

管理運営実施計画 

収支計画 

職員配置計画 

従業員雇用計画 

会社概要 

会社定款 

法人の登記事項証明

書 

財務諸表 

登録証明書等 

経営実績 

収支計画の実現可能性はあるか  

また、一般管理費の算出方法は適

切か ※３ 

5 

安定的な運営

が可能となる

人的能力 

業務を円滑に推進できる職員の

配置や業務分担がなされている

か 

職員の指導育成，研修体制は十分

か 

職員採用が必要な場合の方策は

適切か ※４ 

10 

安定的な運営

が可能となる

財政的基盤 

財務状況は健全であり、業務を確

実に行える経営的に安定した団

体であるか  ※５ 

10 

類似施設の運

営実績 

施設の管理にどの程度実績があ

り、本件施設を良好に管理運営で

きる可能性はどうか 

5 

その他 地域貢献 

物品・役務の地元調達が計画され

ているか 

近隣住民や近隣他施設との連携

による地域活性化などにより、地

域への貢献が期待できるか 
10 

5 

地域貢献 

地域の美化、防犯・防災、災害復

旧の活動が計画されているか 
5 

○※２、※３、※４、※５  

内容精査のため、県が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

 また、意見聴取した外部有識者の過半数が０点の採点をし、選定委員会がこれを適切と認めた場

合は選定の対象外とします。 
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表－４ グループ応募に係る団体審査基準 

選定基準 審査項目 審査内容 配点 確認事項 

事業計画書に

沿った管理を

安定して行う

ために必要な

能力（人員、財

政的基盤等）を

有しているか 

（指定手続条

例第３条第３

号） 

グループで応募

する団体に係る

確認事項 

グループの設立の経緯は明らかにな

っているか 
１０ 

グループ(共同体)応募届 
グループ（共同体）構成

団体業務分担表 
グループ（共同体）協定

書 

グループ応募する必要性・理由は妥当

なものか 
１０ 

構成団体の役割分担及び責任分担は

明らかになっているか 
１０ 

構成団体の人員配置は妥当であるか １０ 

各団体の経費配分は妥当であるか １０ 

※各項目の必要点数は５点以上とし、かつ、合計の点数が３５点以上で適格とします。 
 

12 申請に要する経費 

    申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。 

 

13 無効又は失格 

    以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。 

なお、指定管理者（候補者）が無効又は失格となった場合は、その者を除き、再度      

選定委員会で選定します。 

（１）申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき。 

（２）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

（３）申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

（４）虚偽の内容が記載されているもの。 

（５）収支計画書に記載されている各年度の指定管理料収入の金額が、本募集要項７   

管理運営経費等（１）①に記載の各年度の参考金額（限度額）を超えているもの。 

（６）本要項５応募（１）①から⑧のいずれかの条件を欠いたとき。 

（７）その他、選定委員会で協議の結果、申請者として不適当と認められるもの。 

   

14 選定結果 

    選定委員会で候補者に選定された団体については、令和８年１０月下旬頃に千葉県  

ホームページに掲載します。また、選定結果の詳細については、令和８年１１月下旬

頃に千葉県ホームページに掲載します。 

 

15 指定管理者の決定及び協定 

（１）指定管理者は令和８年１２月定例千葉県議会の議決を経て決定（指定）されます。 

（２）指定後、県と指定管理者の協議に基づき、管理に関する協定を締結します。 
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16 スケジュール 

    公募から管理開始までの主なスケジュールは、次のとおりです。 

令和８年 ７月 ６日（月）募集要項公表・配布開始、質問事項受付開始 
令和８年 ７月２８日（火）現地説明会 
令和８年 ８月１０日（月）質問事項締切 
令和８年 ８月１７日（月）申請書受付開始 
令和８年 ９月 ４日（金）申請書提出期限 
令和８年１０月上旬 プレゼンテーション、外部有識者からの意見聴取 
令和８年１０月中旬 選定委員会で候補者の審査・選定 
令和８年１０月下旬 選定結果の通知 
令和８年１２月 指定管理者の議決 
令和９年 １月 指定管理者の指定 
令和９年 ２月 協定書の締結、管理業務の引継ぎ 
令和９年 ４月～ 指定管理者による管理業務の開始 

 

17 業務の継続が困難になった場合等の措置 

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合又は、   

その恐れが生じた場合は、千葉県は指定管理者の指定を取り消し、若しくは業務の

全部又は一部を停止させることができます。この場合、指定管理者は、千葉県に  

与えた損害を賠償するものとします。 

（２）不可抗力その他千葉県又は指定管理者の責めに帰することができない事由により 

業務の継続が困難となった場合には、千葉県と指定管理者は事業の継続の可否につ

いて協議し、継続が困難と判断したとき、指定管理者の指定の取り消すことができ

るものとします。 

 

18 その他 

（１）提出書類は必要に応じ複写します。使用は県庁内及び選定委員会等において、   

選定の検討にあたり県が必要と認めるときに限ります。 

（２）指定されなかった団体の提出書類は、指定管理者の指定の議決後３０日以内に   

限り、申請者からの請求及び費用負担により原本（正本・副本）を返却します。 

（３）提出書類（複写物を含む）は情報公開の請求により、千葉県情報公開条例に基づき

開示することがあります。なお、指定されなかった団体の提出書類についても、  

指定の議決までの間に請求があった場合は同様に取り扱います。 

（４）「５応募（１）⑧」に該当するか否かについて、警察本部に照会を行う場合が     

あります。 
（５）応募受付後に申請を辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。 
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問合せ先 
○千葉県県土整備部港湾課港湾管理班 

  住所  〒260-8667 千葉市中央区市場町１－１ 

TEL  043－223－3836   FAX 043－227－0928 

Emil    kousin1@mz.pref.chiba.lg.jp 

担当者  川名、行方 

 

○千葉県木更津港湾事務所施設管理課 

住所  〒292-0833 木更津市貝渕 3-13-34 

          君津合同庁舎 4階 

TEL  0438－25－5141   FAX 0438－25－6325 

Emil   kikou-si@mz.pref.chiba.lg.jp 

担当者 立石、山口 
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別 紙 
上総湊港海浜公園管理運営基準 

 
 指定管理者は、上総湊港海浜公園を適切に管理するため、以下の業務を行います。 

指定管理者は、業務遂行に際し、各事務の流れについて必要な文書規程等のマニュアル

を定めた後、木更津港湾事務所を経由して県に報告し、了承を得るものとします。 

 

  

１ 植物管理 

公園内の植物を良好に生育させるともに美観を維持するため，適切な業務を 

行うこととします。 

芝生地の管理については、原則として農薬は使用しないものとします。 

     また、樹木管理についても原則として農薬の使用は禁止しますが、公園内の   

樹木に病気や害虫が発生したことにより、周辺地域の樹木への被害及び公園    

利用者に被害が出る恐れがある場合は、木更津港湾事務所と協議して対応する  

こととします。 

 

（１） 樹木管理 

対象箇所 対象数量 業務内容 想定業務回数 

植栽地 

１０，０６５ ㎡ 下枝、大枝剪定(高木) 

年１回 
１，５９１ ㎡ 剪定（中木） 

９７６ ㎡ 剪定（低木） 

 

（２） 緑地管理 

対象箇所 対象数量 業務内容 想定業務回数 

芝生部 １，５５４ ㎡ 芝刈り 

年３回 

一般部(芝生部以外) ５，６０２ ㎡ 草刈り 
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２ 施設管理 

    建築物、工作物等の施設を安全で良好な状態に保つとともに利用者の促進を 

図るため、関係法令を遵守し必要な業務を行うこととします。 

施設名 業務内容 想定業務回数 

更衣室等(北側) 清掃 随時 

トイレ(北側) 清掃 年１５６回 

トイレ及び更衣室等（南側） 清掃 年１５６回 

浄化槽（２基） 

保守点検 年２６回 

清掃 年１回 

定期検査 年１回 

公園灯（２６灯） 目視点検 随時 

園内全域（駐車場を含む） 
清掃 年１７９回 

巡回警備 毎日 

※ 想定業務回数欄の「随時」とは、園内を良好な状態に保つための必要回数とする。 

また、苦情等があった場合には必要に応じて対応すること。 

トイレについては、利用者が快適に利用できるよう美化の取組に努めること。 

 

３ 施設運営 

施設利用者が施設を円滑に利用できるようにするため、以下の業務を行うこと

とします。 

なお、利用者等に対する必要な情報を提供するため、掲示板に掲示するなどに

より周知を図ることとします。 

また、利用者の苦情・要望等については常時受付けられ、対応できるような    

体制を整えることとします。 

① 上総湊港海浜公園の施設運営と利用促進活動に関すること。 

 ② 施設利用者へのアンケート調査に関すること。 

 ③ 県民やボランティア等との協働事業の促進に関すること。 
 ④ 施設利用者等に対する施設の利用案内、相談、指導を行うこと。 

 ⑤ 施設利用者や周辺住民等の要望や苦情の対応に関すること。 

 ⑥ 不審者、不審物、ホームレス等に関する初期対応業務を行うこと。 
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４ 施設の安全管理 

    上総湊港海浜公園利用者の安全を図るために、以下の業務を行うこととします。 

（１） 施設利用者が安全に施設を利用できるように、施設の点検に合わせて巡視を

行い、事故防止に努めること。 

（２）台風、地震、高潮等の等の事後確認を行い、自然災害の有無、安全確認     

を行うこと。 

（３） 施設等の腐食、破損等に十分注意し、施設利用者の事故防止のため必要な  

場合は、立入禁止区域の指定や使用停止措置を行い、施設内看板板への掲示

等などにより施設利用者に周知すること。 

（４） 千葉県港湾管理条例第１１条の２及び上総湊港海浜公園管理運営基準８(５)

に定める禁止行為の制止など施設利用者の安全には厳重な注意を払うこと。 

（５） 年少者の行動に注意し、保護者に対し、適切な助言・注意を行うこと。 

（６） 不測の事態に備えて施設賠償責任保険に加入すること。 

 

５ 施設の危機管理 

   異常気象時や事故・災害時に施設利用者の安全と施設の保全を図るため、以下の

業務を行うこととします。 

対象 業務内容 

異 常 気 象 時 

(1) 高潮、風水害、地震時等の配備体制を確立する。 

(2) 台風等荒天の恐れがある場合は、指定管理者は木更津

港湾事務所の指示を仰いだ上で必要な措置を講ずるこ

ととする。この措置を講じた場合はその旨を掲示するな

ど情報の周知に努めること。 

(3) 台風等、異常気象発生後は、災害の有無等を確認し、

その状況を木更津港湾事務所に報告すること。 

事故・災害等発生時 

(1) 施設内で事故が発生した場合は、速やかに 119 番等関

係機関へ通報を行い、「事故報告書」を木更津港湾事務

所へ提出すること。 

(2) 施設内で災害が発生した場合は、木更津港湾事務所の

指示を仰いだ上で必要な措置を講じ、「被害状況等報告

書」を提出すること。 

※第一報については木更津港湾事務所に電話で速やかに報告することとします。 

 その後の対応等については文書により処理するものとします。 
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６ 光熱水費の支払業務 

    施設の管理及び運営に係る光熱水費の支払いを行うこととします。 

    なお、指定管理者が支払う光熱水費は指定管理料に含まれます。 

      ・光熱水費年間使用料想定額 

      電気使用料   年間想定額    ５３４千円程度 

      水道使用料   年間想定額    ６６６千円程度 

※想定額は上総湊港海浜公園管理費の実績額(過去３年)を勘案して算出して

あります。 

 

７ 木更津港湾事務所への業務報告・連絡体制 

（１）木更津港湾事務所への定期的に以下の業務報告を行います。 

① 月 次 報 告     翌月の５営業日まで 

② 年度事業報告     翌年度の５月末日まで 

 

８ その他の留意事項 

（１）管理運営基準については、最低水準を示すものであり、イベントの開催時、  

及び苦情の発生等に対して指定管理者の適切な対応を求めます。 

（２）管理業務により発生した物は、関係諸法等に基づきリサイクルに努めること 

とします。 

（３）廃棄物を廃棄する場合は、関係諸法等に基づき適切に行うこととします。 

（４）搬出処分等に係る費用は、指定管理者の負担とします。 

（５）施設内では、千葉県港湾管理条例第１１条の２に規定する禁止行為のほか  

次の行為は禁止します。 

   ① 火気の使用 

   ② ゴルフの練習 

（６）ペットの取扱いについては、リード等を繋いでいる場合は入園できます。 

（７）８月、１２月に花火大会を含めた地域活性化イベントが開催され、南側駐車場

が、イベント会場、観覧席となります。 

（８）夏季期間は隣接する海岸の一部（南側）に海水浴場が開設され、トイレ、    

シャワーの利用が増えます。 

（９）海岸出入口及び園内遊歩道は車両乗入禁止として、車止めを設置しています。 

    （海岸保護、公園利用者保護、不法投棄防止のため） 

（10）西風により海浜地から吹き上げられた砂が駐車場等に堆積します。 

（11）降雨時流末不良により園内が冠水することがあります。 

（12）公園内に水路が２箇所ありますが、管理施設ではありません。 

 



 

 

参考資料－１  

施設・設備等の概要 

【施設】 

施設名 構造 個数 設置年度 

用具小屋 
ブロック造  

建築面積 ９㎡ 
１棟 昭和６２年 

 

【設備】 

設備名称 形状寸法 数量 

公園灯(園内灯)  ２６灯 

水飲み場  ５箇所 

浄化槽 １００人槽 ２基 

 

【電気】 

契約相手 場所 数量 

東京電力エナジーパートナー

（株） 

便所(北側) ３０Ａ 

公園灯(中央) ３ｋＶＡ 

公園灯(北側) ３ｋＶＡ 

公園灯(北側) ４ｋＶＡ 

便所浄化槽(北側) ４ｋＶＡ 

公園灯(南側) ３ｋＶＡ 

現場小屋 １０Ａ 

便所(南側) １０Ａ 

便所浄化槽(北側) ４ｋＶＡ 

 

【水道】 

契約相手 場所 数量 

かずさ水道広域連合企業団 
富津市湊６１０ ５０ｍｍ 

富津市湊７５２－２ ４０ｍｍ 

 



 

 

参考資料－２ 

主 要 建 築 物 調 書  
（１）管理所建築調書 

№ 名称 場所 構造 建築年度 建築面積 延床面積 備     考 

１ 更衣室等 
駐車場隣接

（北側） 

コンクリート

造 
平成３年度 12.0 ㎡ 12.0 ㎡ RC 既製品 8室及びシャワースペース（現在使用不可） 

２ 用具小屋 湊 1 4 5 - 9 ブ ロ ッ ク 昭和62年度 9.0 ㎡ 9.0 ㎡  

計 ２棟       

（２）トイレ 

№ 名称 場所 構造 建築年度 建築面積 延床面積 
ブースの数等 

男子 女子 身障者 計 

１ トイレ 
駐車場隣接

（北側） 

コンクリート

造 
平成３年度 18.98 ㎡ 18.98 ㎡ 

大 1 大 2 大 1 大 4 

小 2 小  小  小 2 

手洗い 1 手洗い 1 手洗い 1 手洗い 3 

SK 0 SK 0 SK 0 SK 0 

２ 
トイレ及び

更衣室等 

駐車場隣接 

（南側） 

鉄筋コンクリ

ート造 
平成５年度 132.0 ㎡ 132.0 ㎡ 

大 1 大 3 大 1 大 5 

小 1 小  小  小 1 

手洗い 1 手洗い 2 手洗い 1 手洗い 4 

SK 1 SK 0 SK 0 SK 1 

計 ２棟      SK(Slop Sink) 雑巾やﾓｯﾌﾟを洗う底の深い流しのこと 

 
 


